
飼育が困難となった飼主さまへ 

令和２年４月に改正された「名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例」には、ペットが飼え

なくなったときは、新たな飼主に譲渡するように努めることが飼主の遵守事項と

して定められました。  

当センターは、飼主さまが安心してペットを新たな飼主に託すことができ、ペ

ットが新たな飼主の元で引き続き幸せに暮らせるように飼主募集をお手伝いします。 

 

＜飼主募集の流れ＞ 

ステップ１ 相 談 ＊名古屋市在住の飼主さまに限ります。 

まずはご相談ください。また、本当に飼い続けることができないかを今一度、  

家族全員で話し合ってください。  

 

 

ステップ２ 写真と飼養状況アンケートの送付 

当センターのホームページの飼養状況アンケートフォームにご記入いただき、飼えなくなったペ

ットの写真と共にお送りください。 

＊ホームページが見れない、写真の送付方法がわからないなどの場合はお気軽にご相談ください。 

ステップ３ ホームページに飼主募集のポスターを掲載 

お送りいただいた写真と飼養状況アンケートを基に、当センターが飼主募集のポスターを作成し、

ホームページに掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 裏面へ 

 

 

 

裏面へ 

どうしても
飼えない 

★適正に飼っていただくために、次の要件や遵守事項を満たす新たな飼主を募集します。 

＜飼主になるための要件＞ 

・成人であること。 

・ペットの飼養が可能な住宅に住んでいること。 

・家族全員の同意が得られていること。 

・万が一、何らかの事情でペットを飼えなくなったときに代わりに世話をする人をあらかじ

め決めること。 

＜飼主の遵守事項＞ 

・法令等を遵守し、動物の健康・安全を保持し、人への危害迷惑防止に努め、責任を持って

終生にわたり家族の一員として大切に飼養すること。 

・健康上の理由などにより獣医師が実施できないと判断した場合を除き、避妊又は去勢手術

を実施すること。 

・名札等の外観から識別できる所有者明示措置をすること。 

・マイクロチップが装着された犬猫を譲り受けた場合は、30 日以内に指定登録機関に変更

登録を申請すること。 

・マイクロチップが装着されていない犬猫を譲り受けた場合は、できる限りマイクロチップ

を装着すること。装着した場合は、30 日以内に指定登録機関に登録を申請すること。 

・猫の場合は、室内のみで飼養すること。  

飼えない 



ステップ４ 譲り受け希望の申し出（〇〇番の猫を飼いたい） 

・譲り受け希望の申し出は、当センターが先着順に受け、適切な環境に譲渡されるように 

サポートします。 

・譲り受け希望の申し出があった場合は、当センターから、希望者の情報（家族構成・飼養経験・

住宅形態など）をお知らせし、ご相談しながら 

譲り受け希望者とのやり取りについて 

当センターが仲介サポートをします。 

 

ステップ５ 動物との対面（お見合い）     

当センターが、譲り受け希望者にペットと対面していただくように仲介サポートを

します。 

＊ペットとの対面(お見合い)に際しては、原則、当センターの職員が同行します。 

また、ペットの飼養状況を譲り受け希望者に詳しく伝えるため、同席していただ

きますようお願いします。 

 

      

 

ステップ６ 譲 渡 （当センターが仲介する譲渡では金銭の授受はできません。） 

実際に飼えるかどうかを試す期間（2週間程度）をとる、互いに譲渡契約書を交わすことをお勧

めするなど、安心してペットを譲渡できるように当センターがサポートします。 

◎ホームページに掲載するポスター（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 名古屋市人とペットの共生サポートセンター 

  名古屋市熱田区金山町一丁目 5番 2号 クマダ 77ビル 2階 

            電話：052-681-2211   FAX：052-681-2020  

ホームページ：https://dog-cat-support.nagoya/ 

飼主さまと譲り受け希望者
の双方が動物の譲渡または
譲り受けについて合意 

 

 
譲り受けの申し出があ
った方に動物を譲渡し
たい！ 

連絡先は当センターとなります。

飼育状況アンケートを基に作成します。

譲
り
受
け
た
い 

譲
渡
し
た
い   

合意 


